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審議案件 １       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第６条第２項） 
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称 ：ロックタウン野田七光台                        ＜届出概要＞ 
２ 所在地  ：野田市七光台４番２ほか 
３ 建物設置者：ロック開発株式会社 代表取締役 横田稔弘 
４ 小売業者名：ロイヤルホームセンター株式会社（業種：ホームセンター）ほか 
５ 敷地の概要・敷地面積  ：８７，８６１㎡  ・所有形態  借地 

・ 都市計画区域：市街化区域    ・用途地域  工業地域 
・ 現  況  ：ショッピングセンター（店舗面積 17,980 ㎡、平成 16 年４月 20 日

に開店）が営業中。店舗のほかスーパー銭湯、アミューズメント施

設、飲食店等が併設されている。 
  ※今回の変更届出は敷地内に新店舗棟を増設するものであり、敷地には変更なし 
・ 建築確認  ：平成１６年１２月２４日（増床に係るＱ棟） 

６ 建物の概要・構  造  ：鉄骨造平屋（Ｑ棟） 
・ 建築面積  ：２９，１５６㎡ （Ｑ棟 １，６８０㎡） 
・ 延床面積  ：３０，３８５㎡ （Ｑ棟 １，５３６㎡） 
・ 店舗面積  ：１９，３３７㎡ （Ｑ棟 １，１９３㎡） 
・  

７ 周辺の環境等：「ロックタウン野田七光台」は、東武鉄道川間駅の東方、同七光台駅の北方に位

置し、いずれの駅からも約１．５ｋｍの距離にある。 
周辺は工場や住宅となっている。また、店舗前面の市道 1090 号線を挟んで野

田市立七光台小学校が立地している。 
 
 
 
 
 
 
 

① 変更日（増床）：平成１７年 ５月 ４日 
② 店舗面積：      １９，３３７㎡ 
③ 駐車場の位置：図３(1)(3)、４(1)(3) 
  駐車場の収容台数：   １，６１８台 
④ 駐輪場の位置：図 
  駐輪場の収容台数：     ７３７台 
⑤ 荷さばき施設の位置：４(10)-1 
  荷さばき施設の面積：    ４５４㎡ 
⑥ 廃棄物等の保管施設の位置：図４(10)-1 
  廃棄物保管施設の容量：   １８７ｍ３ 
⑦ 開店時刻：午前１０時 

（一部店舗は午前７時、８時、９時） 
閉店時刻：午後９時 

（一部店舗は午後８時、午前０時、翌午前９時） 
⑧ 駐車場利用可能時間帯： 

  午前６時３０分から翌午前６時３０分まで 
⑨ 駐車場の出入口の数：     ６か所 
 駐車場の出入口の位置：図３(3)、４(3) 

⑩ 荷さばき可能時間帯： 
  午前６時～翌午前０時 
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８ 変更しようとする事項 
（１） 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

（変更前） １７，９８０㎡     （変更後） １９，３３７㎡ 
（内訳：新設棟による増 1,193 ㎡、既存店の増 919 ㎡、既存店の減 △755 ㎡） 

（２） 駐車場の位置及び収容台数 
（変更前）  １，５１４台     （変更後）  １，６１８台 

（３） 荷さばき施設の位置及び面積 
（変更前）    ３５２㎡     （変更後）    ４５４㎡ 

（４） 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 
（変更前）    １７６ｍ３       （変更後）    １８７ｍ３ 

（５） 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 
㈱ハニーズほか 

（変更後）開店時刻 午前１０時、閉店時刻 午後９時（㈱タワービジョンは午後８時） 
 

９ 処理経過：  届出日     平成１６年 ９月 ３日 
        公告縦覧期間  平成１６年１０月 ８日～平成１７年 ２月 ８日 
        説明会 日 時 平成１６年１０月 ５日 午後２時～ 
            場 所 野田市立七光台会館 
 

10 市町村・住民等の意見： 
 ・野田市の意見  なし 
 ・住民等の意見  なし 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数 ：届出台数  １，６１８台  

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 950 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 19.337 千㎡） 
            ×（Ｂ：ピーク率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 75.0％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.47 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.73） 
              ＝１，５１５台 
  増床前の必要台数     １，４１１台（物販）＋その他の駐車場台数１０３台＝１，５１４台 

増床後の必要増加台数（物販） １，５１５－１，４１１＝１０４台 
  変更後駐車台数      １，５１４台＋１０４台＝１，６１８台 
 

※ 現状の駐車台数は、来店客の多い休日のピーク時(15:00)で 1,100 台であり、変更前の収容台数 1,411 台に対

し余裕がある。指針によるピーク時間当たりの来台車数 838 台に対し、実績の来台車数のピークは 812 台、

現状の運用で入庫待ち滞留台数は最大５台である。 
※ その他の駐車場 103 台は、利用者が異なる複合施設（スーパー銭湯等 2,515 ㎡）に係るものである。 

 
② 駐車場の位置及び構造等  図３(1)(3)、４(1)(3) 

・ 敷地内 第１駐車場（平面）１，３２９台、第２駐車場（平面）１５台、第３駐車場（平面）１０４台 
・ 隔地  第４駐車場（平面）  １７０台                   合計１，６１８台 

  増床に伴う必要増加台数１０４台の内訳 
    第１駐車場 ４５台（増床となるＱ棟周囲の空地）、  第２駐車場  ６台  

第３駐車場 ２３台（区画割りの変更）、       第４駐車場 ３０台（従業員駐車場の転用） 
     

出入口  ６か所  変更なし 
 

敷地内駐車待ちスペース 変更なし 
・ 第１駐車場 出入口１ 39ｍ、出入口２ 61ｍ、出入口３ 47ｍ、出入口４ 36ｍ 
・ 第３駐車場 出入口５ 137ｍ 
 
交通への支障を回避するための方策・・・・当初届出どおり実施済 
・ 周辺経路に案内板設置、チラシ配布等により周知する。 
・ 繁忙期には、駐車場の各出入口に交通整理員を配置する。なお、隔地第４駐車場については、敷地内駐車場が 80～

85％使用された時に、交通誘導員を配置し誘導することとしている。 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保さ

れており、利用実態からも駐車需

要は充足していると認められる。 
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③ 駐輪場の確保等   
   届出台数  ７３７台  増床による台数変更なし 
 

・ 指針参考値の駐輪台数＝19,337 ㎡÷38 ㎡＝509 台 
・ 野田市附置義務    なし 

 
※駐輪場の利用状況は、ピーク時でも２０台程度、ほとんどの来店客は自動車での来店となっている。 
 

④ 荷さばき施設の整備等 図３(1)、４(1)(10)-1 
ア 荷さばき施設の整備  面積：４５４㎡  （既存 ６箇所 ３５２㎡は変更なし 増床分２箇所 １０２㎡） 
イ 計画的な搬出入 （増床となるＱ棟に係る荷さばき施設№７ 90 ㎡、№８ 12.5 ㎡） 
・同時作業可能台数   ：３台  （№７ ２台、№８ １台） 

 ・待機スペース     ：なし 
・搬出入車両専用出入口 ：なし、出入口は来客車両出入口と共用。 
・荷さばき可能時間帯  ：№７ 午前６時～午前１０時、午後９時３０分～午後１０時 
             №８ 午前６時～午後１０時 
・搬出入時間帯     ：№７は第１駐車場Ｃとの共用となるため、時間帯により使い分けを行う。具体的には、第

１駐車場Ｃの利用時間を午前１０時～午後９時３０分とし、それ以外の時間帯は入口をコ

ーンにより閉鎖し、荷さばき車両のドライバーがコーンを移動し入退場する運用とする。 
・搬出入車両      ：合計 ６台（№７ ５台、№８ １台） 

ウ 平均的な荷さばき処理時間 ：１５～３０分 
エ ピーク時の搬出入車両台数 ：２台 

 
⑤ 経路の設定等  変更なし 

ピーク１時間当たりの来店自動車台数は、増床に伴い増加すると試算される来店車両８１台を加えても交通に与える影

響は軽微であると認められる。 
 

 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値以上の台数

を確保しており、利用実態からも

駐輪場の需要は充足していると認

められる。 
 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施

設が確保されており、適切な配慮が

なされているものと認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※経路 
 増床に伴い増加する来店車両数を

加えても交通に与える影響は軽微で

あり、経路変更の必要は認められな

い。 

（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・増床となるＱ棟の入口付近は歩道を整備し、駐車場内道路を横断する歩行者優先通路を路上に表示している。 ※ 歩行者の通行の利便性の確保に

ついて、適切な配慮がなされてい

るものと認められる。 
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（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 廃棄物減量化 （増床するＱ棟に係るもの） 

・ 過剰包装の廃止などにより、商品の梱包材の減量化を行う。 
・ 段ボールを分別回収し、リサイクルを行う。 

   
 

※ 廃棄物減量化及びリサイクル計

画について、配慮がなされている

ものと認められる。 

 
（４）防災対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
  
 野田市から要請があれば検討する。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 騒音問題に対応するための対応策（増床するＱ棟に係るもの） 
ア 騒音問題への一般的対策 ： 
・遮音壁の設置   なし 
・緑地帯の設置 

Ｑ棟の外壁面に給排気口が計画されているが、南側の既存住居を取り囲むように緑地帯を設けられており、緩衝帯と

なっている。 
・その他の騒音軽減策 

設備機器を屋上設置とし駐車場側へ配置する。 
従業員や関係者への騒音抑止意識の向上を推進する。 

 
イ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 ： 
（ア）荷さばき作業等に伴う騒音対策 

・店舗２７、２８、２９における夜間の搬出入を行わない計画とする。 
・荷さばき作業車両のアイドリング禁止 
・業者への騒音抑制意識の徹底を行う。 
 

（イ）営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・緊急放送等を除き、ＢＧＭ等は屋外には流れないよう配慮する。 

 
ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
（ア）室外機等からの騒音 ： 

・設備機器は、低騒音型の機器を採用する。 
   
（イ）駐車場からの騒音対策 ： 

・排水蓋等による段差をなくす。 
・アイドリングの禁止を場内看板の掲示などにより呼びかける。 
・三角コーンなどにより、深夜・早朝の駐車区画の利用制限を行う。 
 

（ウ）廃棄物収集作業に伴う騒音 
・排水蓋等による段差をなくす。 
・店舗２７、２８、２９における夜間の搬出入を行わない計画とする。 
・回収業者に対して騒音抑止意識の向上を推進する。 

※騒音 
騒音の総合的な予測・評価につい

ては、昼間・夜間の等価騒音レベル

は基準値を満たしている。 
夜間において発生する騒音ごと

の予測評価において、一部の敷地境

界予測地点で来客車両騒音が基準

値を超過するものの、保全対象側で

は評価基準値以下となり、必要な対

応が取られているものと認められ

る。 
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② 騒音の予測・評価について                                          

ア 騒音の総合的な予測・評価方法 
（ア）予測方法→ 音源ごとに距離減衰効果及び回析減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間 

(6：00～22：00)及び夜間(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
（イ）予測地点→ 建物の周囲からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地した住居等の屋外 14 地点 
（ウ）評価方法→ 騒音に係る環境基準 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ 工業地域 Ｃ 51 60 以下 30 50 以下  
Ｂ 工業地域 Ｃ 46 60 以下 35 50 以下  
Ｃ 工業地域 Ｃ 47 60 以下 37 50 以下  
Ｄ 工業地域 Ｃ 48 60 以下 39 50 以下  
Ｅ 工業地域 Ｃ 55 60 以下 46 50 以下  
Ｆ 工業地域 Ｃ 53 60 以下 44 50 以下  
Ｇ 工業地域 Ｃ 50 60 以下 40 50 以下  
Ｈ 工業地域 Ｃ 56 60 以下 42 50 以下  
Ｉ 工業地域 Ｃ 52 60 以下 43 50 以下  
Ｊ 無指定地域 ※ Ｂ 47 55 以下 39 45 以下  
Ｋ１ 工業地域 Ｃ 34 60 以下  50 以下 夜間不使用 
Ｋ２ 工業地域 Ｃ 36 60 以下  50 以下 〃 
Ｋ３ 工業地域 Ｃ 37 60 以下  50 以下 〃 
Ｋ４ 工業地域 Ｃ 32 60 以下  50 以下 〃 

   ※ 周辺の状況から「主として住居の用に供する地域」Ｂ類型として評価 
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発生する騒音ごとの予測･評価方法      
（ア）予測方法→ 音源ごとに距離減衰効果、回析減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
（イ）予測地点→ 建物の周囲４方向から、それぞれ近接した住居、今後住居が立地可能な６地点の店舗敷地境界及び道

路を挟んだ保全対象側敷地境界で実施 
（ウ）評価方法→ 騒音規制法に係る夜間の規制基準値 

 （エ）発生する騒音ごとの予測結果 
予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 騒音規制法 

区域区分 敷地境界側 保全対象側 基準値 
備考 

① 工業地域 第４種 ６２ ５１ 60 以下 来客車両走行音 
② 工業地域 第４種 ６１ ５０ 60 以下 〃   
③ 工業地域 第４種 ４４  60 以下 〃    
④ 工業地域 第４種 ５９  60 以下  
⑤ 工業地域 第４種 ４２  55 以下※ 荷さばき車両後進ブザー 
⑥ 工業地域 第４種 ４７  60 以下 〃 

※ 予測地点⑤は工業地域(60dB以下)であるが、学校敷地の周囲おおむね 50ｍ以内の区域にあるため５dBを減じた 55dB
で評価している。  

※ 敷地境界予測地点①及び②において来客車両走行音が基準値を超過するが、保全対象側予測地点では基準値以下とな

る。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について 図３(1)、４(1)(10)-1 
ア 保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量：１８７m3  （変更前１７６m3 、店舗廃止△５m3 、増床に係る保管容量 １６m3 ） 
増床に係る内訳：廃棄物保管施設 ９（店舗 27 ハニーズ（衣料品））   5ｍ３                  

廃棄物保管施設 10（店舗 28 大創産業（住・生活）） 8ｍ３                  
廃棄物保管施設 11（店舗 29 タワービジョン（生活））3ｍ３   計 16ｍ３ 

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」 増床に係る店舗分 

廃棄物保管施設９  紙製廃棄物 2.66 缶・瓶 0.41 厨芥その他 0.86 計 3.93ｍ3 
廃棄物保管施設 10 紙製廃棄物 4.03 缶・瓶 1.17 厨芥その他 1.58 計  6.77ｍ3 
廃棄物保管施設 11 紙製廃棄物 1.76 缶・瓶 0.34 厨芥その他 0.20 計  2.29ｍ3 

                                       合計  12.99ｍ3  

 
 

② 廃棄物等の運搬や処分について ： 
ア ・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理。 

   ・運搬頻度    週１～６回 
 

※廃棄物 
保管容量については、指針を上

回る保管容量が確保されており、

充足していると認められる。 
 

 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 敷地内の緑化 ：緑化面積 4,434 ㎡   

・ 野田市宅地開発指導要綱に基づく必要面積 ：敷地面積 88,106 ㎡×５％以上 
 今回の増床は敷地内に店舗棟を新たに建築するものであり、敷地の増減はない。 
・ 敷地内において「イオンふるさと森づくり」の一環による植樹を行う。 
・ 桜を中心とした既存樹木を残した配置計画とする。店舗予定地に存する既存樹木は敷地内に移植している。 

② 屋外照明・広告塔照明等 ：  
 ・光害対策  野外照明・広告塔照明については、角度を調整し、隣家に照射しないよう配慮する。         

※緑化等 
特に変更なし 
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第 3 総合判断   
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、利用実態からも駐車需要は充足していると認めら

れる。 
駐輪場については、指針に基づく参考値以上の台数を確保しており、利用実態からも駐輪場の需要は充足していると認められる。 

 
２ 荷さばき施設については、搬出入計画に基づき、必要な施設が確保されており、適切な配慮がなされているものと認められる。 

 
３ 騒音の発生に係る事項について、騒音の総合的な予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルは基準値を満たしている。 

夜間において発生する騒音ごとの予測評価において、一部の敷地境界予測地点で来客車両騒音が基準値を超過するものの、保全対象側では評価基準値以下と

なり、必要な対応が取られているものと認められる。 
 

４ 廃棄物に係る事項等について、保管容量については、指針を上回る保管容量が確保されており、充足していると認められる。 
 
 なお、野田市及び住民等からの意見はなかった。 
  
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第 4  県の意見(案) 

   「意見なし。」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ２       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項） 
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称 ：カインズホーム館山店                        ＜届出概要＞ 
２ 所在地        ：館山市高井字上畑作１７７１番ほか 
３ 建物設置者      ：株式会社カインズ 代表取締役 土屋裕雅 
４ 小売業者名      ：株式会社カインズ 代表取締役 土屋裕雅(業種：住・生活関連品専門店) 
５ 敷地の概要      ・敷地面積 ：３９，５６０㎡  ・所有形態 ：借地 

・都市計画区域：区域内（無指定） 
・現況    ：田・畑（現在工事中） 
・開発許可  ：平成１６年１２月１４日 
・農地許可  ：平成１６年１２月１４日 
・建築確認  ：平成１６年１２月２２日 

６ 建物の概要      ・構造    ：鉄骨造１階建て 
   ・建築面積  ：１３，１０４㎡ 

・延床面積  ：１３，１０４㎡ 
・店舗面積  ： ９，７００㎡ 

７ 周辺の環境等     ：ＪＲ内房線館山駅の北方１．６km に位置し、国道１２７号(館山バイパス) 
高井信号交差点の北東角にある。同国道沿線は、近年店舗の出店が多く、 
高井信号交差点の南西角には、大規模小売店舗(館山マーケットプレイス)が 
平成１６年７月から営業を始めている。なお、国道と店舗敷地に囲まれる 
ような形で、住宅１棟と作業所１棟が建てられている。 

８ 処理経過       ：届出日 平成１６年９月７日 
：公告縦覧期間  平成１６年９月２４日～平成１７年１月２４日 
：説明会開催日時 平成１６年１０月１５日 午後２時から 

                 場所 千葉県南総文化センター（館山市） 
９ 市町村・住民等の意見 ：館山市の意見    あり 

：住民等の意見    なし 

① 新設日 ：平成１７年５月８日 
② 店舗面積：９，７００㎡ 
③ 駐車場の位置：図４ 
  駐車場の収容台数：７５５台 
④ 駐輪場の位置：図４ 
  駐輪場の収容台数：３５台 
⑤ 荷さばき施設の位置：図４ 
  荷さばき施設の面積：２３５㎡ 
⑥ 廃棄物等の保管施設の位置：４ 
  廃棄物保管施設の容量：３８㎥ 
⑦ 開店時刻：午前８時 
  閉店時刻：午後９時 
⑧ 駐車場利用可能時間帯：午前７時３０分 

～午後９時３０分 
⑨ 駐車場の出入口の数：４か所 
 駐車場の出入口の位置：図４ 

⑩ 荷さばき可能時間帯：午前７時～午後７時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数 ：届出台数 ７５５台 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 950 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 9.700 千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 75％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.389） 
              ＝７５４台 
 
② 駐車場の位置及び構造等（図４ 参照） 

・店舗と同一敷地内駐車場に７５５台確保する。 
・従業員等駐車場は、別途３０台確保する。 
出入口 
・店舗と同一敷地内駐車場に国道１２７号に接して左折専用の出入口１か所及び出口１か所、南側市道１１２５線に

接して左折専用入口１か所及び右折入出庫の可能な出入口１か所。 
交通への支障を回避するための方策（図７ 参照）  
・オープン時、土日、休祭日又は特売セール時に交通整理員５名を、来客出入口と駐車場内の要所に、交通の混雑が

予測される時に配置する。 
 
③ 駐輪場の確保等（図４ 参照） 
   届出台数 ３５台  算出根拠：ホームセンターという店舗の特性から、実績から台数を算出している。 

類似店舗の調査結果から平均的な休祭日のピーク 1 時間に必要な駐輪台数を 1
台当たりの店舗面積比率から求め、それに類似店舗における 1 時間毎の駐輪台

数を加味して、余裕のある台数を採用した。 
 必要駐輪台数 9,700 ㎡÷355 ㎡／台≒28 台(新八街店の実績から推計) 
 最大駐輪台数 34 台(茂原店 15:00～16:00) 

＊指針による参考値  9,700 ㎡÷38 ㎡＝255 台 
 

④ 荷さばき施設の整備等（図４ 参照） 
ア 荷さばき施設の整備  面積：２３５㎡ 
イ 計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：＜１０ｔ車＞２台 
 ・待機スペース     ：なし 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要は充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  駐輪場の需要については、指針の参

考値を下回るものの、店舗の特性か

ら、類似店舗の実績により算出された

ものであり、充足していると認められ

る。 
 
 
 
※荷さばき施設 

荷さばき施設については、搬出入車

輌の車輌種別、入庫状況、作業時間帯

から必要な規模の施設・運営計画であ

り、適切な配慮がなされているものと
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・搬出入車両専用出入口 ：あり 
・荷さばき可能時間帯  ：午前７時～午後７時 
・搬出入車両      ：＜１０ｔ車＞１４台 

  ・平均的な荷さばき処理時間 ：３０分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：２台 

⑤ 経路の設定等 
ア 案内経路 

案内表示：主要な交差点に看板を設置する。（図１２誘導経路図 参照） 
チラシ等の配布：宣伝用折込チラシに、案内図を記載する。 
交通整理員の配置：交通の混雑が予想される時に、交通整理員を配置する。（図７交通対策図 参照） 

認められる。 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及び経路案内は、案内看板

の設置、チラシ掲載によるＰＲ等、適

切な配慮がなされているものと認めら

れる。 
 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・南側市道 1125 線に接する店舗敷地を後退し、歩道を設け、店舗入口まで歩行者用通路を設置する。 
・駐車場内の要所にも歩行者用通路を設置する。 
・交通の混雑が予想される時には、各出入口及び駐車場の要所に交通整理員を配置する。 
・ハートビル法の認定を受けて、高齢者や身障者に優しい店舗とする。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、適切な配慮がなされているもの

と認められる。 

 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
①廃棄物減量化及びリサイクル計画  
 ・段ボールのリサイクルとともに流通センターと一体となって、搬入商品の段ボール減量のために、折畳みコンテナ

の使用(使用実績 40％)などを行い、取引先企業とも連携して使用量の削減に努めている。 
・新たにカインズ直営の東金流通センターが稼動し、商品の合積みなど物流の簡素化に努めている。 
・リサイクルのカート、パレットを使用している。(使用実績 100％) 
・バッテリー、消火器、蛍光管等のリサイクル回収ボックスを設置する。 
・リサイクル商品の多品目の販売を行い、リサイクル品の流通に努めている。 
・包装紙やビニール袋の使用量の削減に努めている。 
・リサイクルの推進を行っている処理専門業者に委託する。 
・各店舗に責任者を置いて廃棄物の分別を徹底して再利用を進め、最終廃棄ごみゼロを目指している。 

②周辺住民への周知 
 ・広告チラシのパブリックスペースにて情報提供する。 

※ 廃棄物に係る事項等について、指針

に基づく予測排出量を充足させる保管

容量を確保しており、リサイクル計画、

廃棄物の減量化、廃棄物処理に関して

も、適切な配慮がなされているものと

認められる。 
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（４）防災対策への協力 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

 防災協定なし。  
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 騒音問題に対応するための対応策（図１３ 参照） 
ア 騒音問題への一般的対策 ：発電機に、高さ４ｍ、厚さ１０ｃｍ、ＡＬＣ板の遮音壁を設置  

敷地外周部に緑地帯を設置 
低騒音機器の導入(屋外機、発電機、換気扇など) 
設備機器等の発生源を隣接敷地より離し、屋上に設置 

 
イ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 ： 
（ア）荷さばき作業等に伴う騒音対策 

・荷さばき作業：早朝・深夜の荷受けを禁止し、荷さばき作業時の騒音防止意識を、社内教育により徹底させ、 
       アイドリング停止の看板等を設置する 

電動ホークリフト・ハンドフォークを採用する。 
・荷さばき施設：荷さばきスペースを屋内及び屋根下に取り、作業床をコンクリート平滑仕上げとする。 

（イ）営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・営業宣伝活動を目的とした屋外への拡声器の設置はしない。 

 
ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
（ア）室外機等からの騒音 

・機器には低静音型を採用し、発電機には防音壁を設置する。 
（イ）駐車場からの騒音対策 

・施設面の対策：外周部に緑地を設け、横断溝のグレーチングをボルトで固定する。 
・アイドリング停止看板を駐車場の各所に設置する。 

（ウ）廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設面の対策：屋根の下で回収車が横付けでき、床面を平滑仕上げとした。 
・運用面の対策：回収時間を早朝及び夜間の時間帯を避け、作業者に減音意識の啓発を行っていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、すべて基準値以下であり、必要な

対応がとられているものと認められ

る。 
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②騒音の予測・評価について（図１３ 参照）                                 

ア 騒音の総合的な予測・評価方法 
（ア）予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)における

各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
（イ）予測地点：建物の周囲４方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な

住居等の屋外１１地点。 
（ウ）評価方法：都市計画法の用途指定外であり、騒音に係る環境基準の指定はないが、周辺の状況からＢ類型(主と

して住居の用に供される地域)として評価。 
（エ）騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 
環境

基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ⅰ 無指定地域 Ｂ 51 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅱ 無指定地域 Ｂ 50 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅲ 無指定地域 Ｂ 46 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅳ 無指定地域 Ｂ 47 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅴ 無指定地域 Ｂ 51 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅵ 無指定地域 Ｂ 52 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅶ 無指定地域 Ｂ 46 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅷ 無指定地域 Ｂ 45 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅸ 無指定地域 Ｂ 46 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅹ 無指定地域 Ｂ 47 55 以下 30 以下 45 以下  
Ⅺ 無指定地域 Ｂ 48 55 以下 30 以下 45 以下  

 
 
イ 発生する騒音ごとの予測･評価方法      
（ア） 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
（イ） 予測地点：建物の周囲４方向において近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居

等の敷地境界地点。 
（ウ） 評価方法：都市計画法の用途地域外であり、騒音規制法のあてはめがなく、館山市公害防止条例のその他の地

域の夜間基準値で評価。 
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（エ） 発生する騒音ごとの予測結果 
   予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 騒音規制法

区域区分 予測レベル 基準値 
備考 

① 無指定地域 第三種 30 以下 50 以下 キュービクル  
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について 
ア 保管のための施設容量の確保（図４・５ 参照） 

廃棄物の保管施設の容量 ：３８㎥ 
  ＜再利用対象物保管施設の容量：１㎥(回収ボックス、電球・蛍光管・バッテリー・消火器を対象)＞ 
（指針）「廃棄物等の保管容量（㎥）」 24.5 ㎥ 

紙製廃棄物   「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.25×6.000 千㎡」×「B：廃棄物等の平均 
保管日数 １日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.10」＝15 ㎥ 

「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.028×3.700 千㎡」×「B：廃棄物等の平均 
保管日数 １日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.10」＝1.036 ㎥ 

                                 合計 16.04 ㎥ 

空き缶・空き瓶 「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.037×6.000 千㎡」×「B（廃棄物等の平均

保管日数 １日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎡）0.10」＝2.22 ㎥ 

「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.008×3.700 千㎡」×「B（廃棄物等の平均

保管日数 １日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎡）0.10」＝0.296 ㎥ 

                                 合計 2.52 ㎥ 

厨芥その他   「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.098×6.000 千㎡」×「B（廃棄物等の平均

保管日数 １日」÷「C（廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.15」＝3.92 ㎥ 

        「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.083×3.700 千㎡」×「B（廃棄物等の平均

保管日数 １日」÷「C（廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.15」＝2.047 ㎥ 

                                 合計 5.967 ㎥ 

合計 24.527 ㎥ 
  
② 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理。 
・運搬頻度    生ゴミ・可燃ゴミ、不燃物、空き缶・空き瓶を毎日 

（空き缶・空き瓶のうち、自販機分は納入業者が毎日回収） 
汚水は、敷地内に設置する合併浄化槽にて処理の上、敷地北側の既設の農業廃水路末端に接続し

約３０ｍ先の平久里川に放流する。なお、浄化槽の汚泥搬出は許可業者に委託する。 
 
 
 
 

※廃棄物 
保管容量については、指針を上回る

保管容量が確保されており、充足して

いると認められる。 
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（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 敷地内の緑化計画 ：敷地外周に敷地面積の６．７％の緑地を設け、中・低木の植栽と張芝を行う。 
面積 約 2,650 ㎡（敷地面積 39,560 ㎡の 6.7％、都市計画法では３％以上確保） 

 
② 屋外照明・広告塔照明等（図１４ 参照） 
 ア 点灯時間  営業時間内 
 イ 光害対策  敷地内側に指向し、敷地外部へ悪影響を与えない。 
 
③ 景観への配慮  ：低層建築物として、国道より出来るだけ離し、外壁等は落ち着いた色彩とする。 
           館山市街並み景観形成指導要綱による南欧風の意匠や景観について、出来るだけ協力する。 
 

※緑化等 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されているものと認められる。 
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３ 館山市からの意見について 
意見とその対応 検討状況 

①出口、出入口のサイン（看板）について、実際に試験走行するなど設置場所を十分に検討すること。 

（対応）そのように試験走行し、設置します。 
②出口－４について、出入口－１、２と同様の路面表示（止マレ）等を検討されたい。 

（対応）止マレの路面表示をします。 
③エクステリアプラザ前（西側）に接して計画されている駐車マスについては、車両並びに歩行者が通行できるよう、

車両・歩行者通路として変更（駐車マスを十区画減少）し、売場と車両通路を区分するために縁石等を設置されたい。

（対応）エクステリアプラザ内に歩行者通路を設置します。車両については駐車台数確保のため、行き止まりのまま運

用しますが、来客数の少ない平日等にはポストコーンなどで車両通路を確保する計画です。売場については、

展示品(物置など)で区分します。 
④歩行者用通路に接する駐車マスについては、車止めを設置されたい。 

（対応）図面に示してありませんが、車止めの設置を計画しています。 
⑤区域内横断歩道、歩行者用通路の設置に当たっては、歩行者の動線と安全に配慮した配置とすること。 

（対応）歩行者の動線と安全に配慮した配置としていますが、運用後の状況により検証します。 
⑥出入口－１の路面表示については、停止線を区域内内側に表示すること。 

（対応）そのようにします。 
⑦駐車場内地下埋設の燃料タンクについて、安全対策を十分に講じること。 

（対応）安全対策を十分に講じます。 
⑧館山市街並み景観形成指導要綱による南欧風の意匠や景観について協力されたい。 

（対応）出来る限り協力します。 
 

※市町村及び住民等意見 
  市の意見に対して、適切な対応がな

されているものと認められる。 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要は充足していると認められる。 
   駐輪場の需要については、指針の参考値を下回るものの、店舗の特性から、類似店舗の実績により算出されたものであり、充足していると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車輌の車輌種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がなされているものと認めら

れる。 
 

 ３ 騒音の発生に係る事項については、発生する騒音全体の予測評価を実施した結果、すべて基準値以下となり、必要な対応がとられているものと認められる。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等について、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がなされているものと認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされているものと認められる。 
 
 なお、館山市からの意見については、適切な対応がなされているものと認められる。 
 また、住民等からの意見はなかった。 
 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし。」 
   なお、店舗の維持・運営にあたっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ３       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項） 
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称 ：(仮称)茂原ファッションモール                    ＜届出概要＞ 
２ 所在地        ：茂原市西町第２土地区画整理地８街区１ほか 
３ 建物設置者      ：株式会社しまむら 代表取締役 藤原秀次郎 
４ 小売業者名      ：株式会社しまむら 代表取締役 藤原秀次郎(業種：総合衣料品)ほか 
５ 敷地の概要      ・敷地面積 ：６，８８１㎡  ・所有形態 ：借地 

・都市計画区域：市街化区域（第一種住居地域） 
・現況    ：宅地（現在工事中） 
・建築確認  ：平成１６年１２月２７日 

６ 建物の概要      ・構造    ：鉄骨造平屋建て 
   ・建築面積  ：２，４１５㎡   

・延床面積  ：２，２９７㎡ 
・店舗面積  ：１，９９９㎡ 

７ 周辺の環境等     ：店舗は西町土地区画整理事業地内にあり、店舗前面(北側)が県道と接して 
いる。この道路は現在工事中のため未供用であるが、平成１７年７月１日 
から茂原市を道路管理者として一部開放することとなっており、道路東側 
交差点から店舗まで進入可能となる。当該地区は第一種住居地域であり、 
周辺には住居が建ち始めている。 

８ 処理経過       ：届出日 平成１６年９月２日 
           ：公告縦覧期間 平成１６年９月２４日～平成１７年１月２４日 
           ：説明会開催日時 平成１６年１０月２６日 午後１時から 
                 場所 西町第２土地区画整理組合（茂原市） 

９ 市町村・住民等の意見 ：茂原市の意見    あり 
住民等の意見    なし 

① 新設日 ：平成１７年７月３日 
② 店舗面積：１，９９９㎡ 
③ 駐車場の位置：図１ 
  駐車場の収容台数：１３７台 
④ 駐輪場の位置：図１ 
  駐輪場の収容台数：５９台 
⑤ 荷さばき施設の位置：図１ 
  荷さばき施設の面積：１３４㎡ 
⑥ 廃棄物等の保管施設の位置：図１ 
  廃棄物保管施設の容量：７１㎥ 
⑦ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後９時 
⑧ 駐車場利用可能時間帯：午前９時４５分 
             ～午後９時１５分 
⑨ 駐車場の出入口の数：３か所 
 駐車場の出入口の位置：図１ 

⑩ 荷さばき可能時間帯：午前１０時～翌午前１０時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 駐車場の収容台数 ：届出台数 １３７台 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,040 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 1.999 千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 15.7％）×（Ｃ：自動車分担率 75％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.0 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.68） 
              ＝８３台 
 
② 駐車場の位置及び構造等（図１ 参照） 

・店舗と同一敷地内駐車場に１３７台確保する。 
・従業員等駐車場は、同一駐車場内に１０台分を用意する。 
出入口 
・北側道路(市道)に接して出口専用及び入口専用各１か所、東側道路(市道)に接して出入口１か所 
交通への支障を回避するための方策（図１ 参照） 
・駐車場内の車両通路幅を十分に確保し、混雑緩和を図る。 
・繁忙時や混雑が予想される場合で、交通誘導が必要と考えられる場合には、出入口付近に警備員を配置し、駐車場

内の誘導を図る。 
・店舗北側道路に面する出入口２か所に停止線を設け、歩行者・自転車への安全を確保する。 
・東側道路(市道)に面する出入口１か所は、区画整理地内の住民の利便性を考えて設置したが、安全確保のため住宅

地の通り抜けを抑制する看板(右折禁止)を設置する。 
 
③ 駐輪場の確保等（図１ 参照） 
   届出台数 ５９台   ＊指針による参考値  1,999 ㎡÷38 ㎡＝53 台 

           
 

 
 
④ 荷さばき施設の整備等（図１ 参照） 

ア 荷さばき施設の整備  面積：①７６㎡、②５８㎡ 合計１３４㎡ 
イ 計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：各１台 
 ・待機スペース     ：なし 
・搬出入車両専用出入口 ：なし 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要は充足していると認

められる。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値が確保されて

おり、駐輪需要は充足していると認め

られる。 
  
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されていると認められる。 
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・荷さばき可能時間帯  ：午前１０時～翌午前１０時 
・搬出入車両      ：各１台 
・平均的な荷さばき処理時間 ：約１５分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：各１台 

⑤ 経路の設定等 
ア 案内経路（図４ 参照） 

   案内表示：広告塔及び駐車場案内看板を設置する。 
チラシ等の配布：新聞折込チラシに、位置図を掲載する。 
交通整理員の配置：繁忙時や混雑が予想される場合で、交通誘導が必要と考えられる場合に配置する。 
 

 
 
 
 

※経路 
経路設定は妥当と認められる。 

 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・敷地前面の公道に約３ｍの歩道があり、歩行者の利便性は確保されている。 
・歩道に面した出入口に停止線を設置する。 
・店舗前面に夜間照明灯を６基設置する。 
 

※利便性の確保 
  必要な配慮がされていると認めら

れる。 

 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
①廃棄物減量化及びリサイクル計画  
 ・納品後の不要なハンガーは、店舗にて希望する客に配布する。 
②周辺住民への周知 
 ・特に行う予定はない。 

 

 
（４）防災対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
 特になし。  
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 騒音問題に対応するための対応策（図６ 参照） 
ア 騒音問題への一般的対策 ：従業員や関係者等に騒音防止意識の向上を推進する。 

その他必要に応じて対応する。 
 
イ 荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 
（ア）荷さばき作業等に伴う騒音対策 

・荷さばき作業：配送作業の効率化により、作業の短縮化を行う。 
荷さばき作業車両のアイドリング禁止の徹底。 

・荷さばき施設：ＡＬＣ５０mm(店舗外壁部分)、プラスターボード１２.５mm(ALC５０mm の内側)。 
        荷さばき施設の十分なスペースの確保による荷さばき時間の短縮。 
        荷さばき施設の室内化。 

（イ）営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・ＢＧＭ等は使用しない。 

 
ウ 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
（ア）室外機等からの騒音 

・室外機は低騒音型を採用する。冷却塔及び送風機は設置しない。 
（イ）駐車場からの騒音対策 

・施設面の対策：指針上の必要台数の確保。 
・運用面の対策：従業員による見回りの実施。 

来店者に対するアイドリングストップ看板の掲示。 
（ウ）廃棄物収集作業に伴う騒音対策 

・施設面の対策：十分な面積の確保。 
・運用面の対策：収集作業の効率化。 

廃棄物処理業者への騒音防止の呼びかけ。 
 
 
 
 
 
 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、昼間・夜間の等価騒音レベルは基

準値を満たしている。 
夜間に発生する騒音ごとの予測にお

いて、荷捌き作業に係る騒音が基準値

を超過しており、対策を講じる必要が

ある。 
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②騒音の予測・評価について（図６ 参照)                                   

ア 騒音の総合的な予測・評価方法 
（ア）予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)における

各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
（イ）予測地点：建物の周囲４方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な

住居等の屋外４地点。 
（ウ）評価方法：騒音に係る環境基準 
（エ）騒音の総合的な予測結果 
 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 環境基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ 第一種住居地域 Ｂ 44 55 以下 37 45 以下  
Ｂ 〃 Ｂ 44 55 以下 35 45 以下  
Ｃ 〃 Ｂ 42 55 以下 35 45 以下  
Ｄ 〃 Ｂ 45 55 以下 39 45 以下  
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イ 発生する騒音ごとの予測･評価方法      
（ア） 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
（イ） 予測地点：建物の周囲４方向において近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居

等の敷地境界４地点。 
（ウ） 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準値 
（エ） 発生する騒音ごとの予測結果 
 

   予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 

夜間（22:00～6:00） 地点

名 用途地域区分 市条例の 
区域区分 予測レベル 基準値 

備考 

Ｅ 第一種住居地域 その他 70 50 以下 荷さばき後進ブザー 
Ｆ 〃 〃 73 50 以下 荷さばき後進ブザー 
Ｇ 〃 〃 66 50 以下 荷さばき後進ブザー 
Ｈ 〃 〃 81 50 以下 荷さばき後進ブザー 

   ※荷捌き作業時間が、午前１０時～翌午前１０時の２４時間、搬入車両２台が計画されており、荷捌き作業に係

る荷捌き車両走行音、荷捌き車両アイドリング及び荷さばき車両後進ブザー並びに荷捌き荷おろし音等が、全

ての予測地点で基準値を超過するが、必要な対策が講じられていない。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

① 廃棄物等の保管について 
ア 保管のための施設容量の確保（図２ 参照） 

廃棄物の保管施設の容量 ：容積：①３９m3 ②３２m3 合計７１m3 
 （指針）「廃棄物等の保管容量（㎥）」 17.39 m3 

紙製廃棄物   「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.31×1.999 千㎡」×「B：廃棄物 
等の平均保管日数 ２日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.10」＝12.4 m3 

空き缶・空き瓶 「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.037×1.999 千㎡」×「B（廃棄物

等の平均保管日数 ２日」÷「C：廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎡）0.15」＝0.99 m3 

厨芥その他   「A：1 日当たりの廃棄物等の排出予測量（ｔ）0.15×1.999 千㎡」×「B（廃棄物

等の平均保管日数 ２日」÷「C（廃棄物等の見かけ比重（ｔ/㎥）0.15」＝4.0 m3 

合計 17.39 m3 
 
② 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 業者委託による敷地外処理。 
・運搬頻度    生ごみ、缶・瓶は３回／1 週、段ボールは３回／1 週 
 

※廃棄物 
保管容量については、指針を上回る

保管容量が確保されており、充足して

いると認められる。 
 

 
 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
① 敷地内の緑化計画 ：特になし。 
           (土地区画整理事業地内のため、地域全体で緑地が確保されている。) 
 
② 屋外照明・広告塔照明等 
 ア 点灯時間  夏季は午後６時４５分～午後９時１５分、冬季は午後４時１５分～午後９時１５分 
 イ 光害対策  住宅に対して角度の配慮をする。 
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３ 茂原市からの意見について 
意見とその対応 検討状況 

①廃棄物の排出を抑制して減量化を図るほか、有効利用可能な資源のリサイクル促進に積極的に取り組むこと。 

(対策)廃棄物の減量化及びリサイクルに努めます。 
②駐車場内において、来店者に対し表示板等による不必要なアイドリング、クラクション、ドアの開閉音の低減

等の呼び掛けを行うなど適切な措置を講ずること。 
さらに、営業時間外に外部からの侵入者が騒音を発生することを防止するために、深夜、早朝は駐車場を閉鎖

するなど十分な管理を行うこと。 
また、店舗の設置後においても、騒音対策等、対応の規模に不足があった場合は、誠実に実効ある措置を実施

すること。 
(対策)来店者に対してアイドリングストップの看板を設けます。 

   閉店後は出入口にチェーンをかけます。 
 

※市町村及び住民等意見 
  市の意見に対して、必要な対応がさ

れていると認められる。 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要は充足していると認められる。 
   駐輪場については、指針に基づく参考値が確保されており、駐輪需要は充足していると認められる。 
    
２ 荷さばき施設については、必要な施設が確保されていると認められる。 

 
３ 騒音の発生に係る事項については、発生する騒音の予測評価を実施した結果、騒音の総合的な予測・評価については、指針における基準値以下となるが、夜

間において発生する騒音ごとの予測評価において荷さばき作業に係る騒音が基準値を超過し、必要な対策が講じられているとは認められない。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保していると認められる。 
 
 なお、茂原市からの意見については、必要な対応がされていると認められる。 
 また、住民等からの意見はなかった。 
 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、第４ 県の意見(案)を事業者へ通知することが必要と判断する。 
 
 
第４ 県の意見(案) 

１ 夜間に発生する騒音ごとの予測評価において、荷さばき作業に係る騒音が基準値を超過しているため、基準値を遵守するよう対策を講じること。   
 


